
                    
 

 

 

 

 

                                               令和８年１月 25 日 

 

火災危険に関する注意喚起について 

 

  １月 24 日（土）、相川大間町地内のガソリンスタンド「株式会社 遠市 相川金山給油所」にお

いて、ガソリンが混ざった灯油が販売されたという情報が入りました。 

 佐渡市消防本部では、使用すると火災危険が高いため、周知を図っています。 

 

１ 日時：令和８年１月 24 日（土） 午後 

 

２ 対象者：ガソリンスタンド「株式会社 遠市 相川金山給油所」で直接、ご購入された皆さま 

       ※タンクローリーの販売は対象外 

 

３ 内容：ご購入にお心当たりのある方は、暖房器具等の燃料として使用すると火災危険が高い

ため、絶対に使用せず、お近くの消防署までお問い合わせください。 

 

４ お問い合わせ先 

相川消防署 74-0119 

中央消防署 51-0123 

両津消防署 27-3555 

南佐渡消防署 88-3119 

 

本件についての問い合わせ先 

佐渡市消防本部予防課危険物係 

担当：渡部、坂下 

電話（直通）0259-51-0123 

佐渡市報道資料 

【本送信票を含む １枚】 


